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１ 会 議 名     第７回廿日市市景観審議会 

 

２ 開 催 日 時   平成３１年３月１日（金）  １０時００分から１２時００分まで 

 

 場   所   ゆめタウン廿日市２階  市民ホール 

  

３ 出 席 委 員   森保洋之    ・三浦浩之    ・稲田恵子    ・岡本礼子 

 

梶本歌子    ・蒲田智美     ・中山隆弘    ・細見 恵 

 

正木文雄    ・山田延弘 

 

 

 欠 席 委 員   塩田ひとし   ・鳥平二郎 

 

 

４ 議   事 

（１） 開 会 

 （２） 議 案 

第１号議案 廿日市市景観審議会会長の選出について 

第２号議案 宮島口地区景観景観ガイドラインについて 

     

５ 公開、非公開の別  公開 

 

６ 傍聴人の人数    0 人 

 

７ 発言の要旨  別紙のとおり 

 

８ 事務局職員   建設部都市建築担当部長 川野仁経  ・建設部次長兼都市計画課長 久保伸治 

 

          都市計画係長 山本真之  ・専門員 中村竜二 

 

          主任 児玉剛樹      ・主事 喜田素実 

 

 

９ 説 明 員   建設部次長兼都市計画課長 久保伸治  ・専門員 中村竜二 

 

 

10 結   果 

 

第１号議案    森保委員を会長とする。 

 

第２号議案    大枠は原案のとおりとする。 

 



 

11 発言の要旨 

（１） 廿日市市景観審議会会長の選出について 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 会長の選出に当たりましては、廿日市市景観審議会規則第２条第１項に基づき、「委嘱された委

員のうち学識経験者の中から委員の互選により選任する」と定められていますが、学識経験者のあ

る委員の皆様は、全員が再任でお変わりがない状況であることから、事務局からの提案ではござい

ますが、委員の皆様から互選があったものとして、引き続き会長をＣ委員にお願いしてはどうかと

思うのですが、委員の皆様、いかがでしょうか。 

（（（（全全全全委員）委員）委員）委員） 

 異議なし。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局） 

 それでは、Ｃ委員を会長とすることで、議決しました。 

 

（２） 第２号議案 宮島口地区景観景観ガイドラインについて 

 

（Ａ委員）（Ａ委員）（Ａ委員）（Ａ委員）    

景観ガイドラインというのは、法的に規制できるのでしょうか。    

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 景観ガイドラインの位置付けは、あくまで目標であり、紳士協定的なものでございます。そのた

め、今後、宮島口地区の景観形成に対して法的担保を取るべく、景観地区の指定や屋外広告物条例

の制定を進めていきたいと考えております。 

 

（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ委員）委員）委員）委員）    

景観形成の方針について、基本理念は分かりやすいですが、過去に国際コンペをされたことなど、

宮島口のまちづくりとの関係性がわかりにくい表現のように感じます。 

 また、宮島口地区における３つの景観形成整備方針（P2）が縦並びなのか、並列しているのか、

少しイメージしにくい表現のように感じます。 

 さらに、建築物の意匠には、形態・色彩・デザインが含まれます。建築物の形態・意匠・色彩(P5)

を併記する表現について、違和感を感じる方もいらっしゃると思うので、表現方法を再考していた

だきたいと思います。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

 まず、平成28年3月に、宮島口地区まちづくりグランドデザインの中で、まちづくりの基本理念、

方針を策定しています。景観ガイドラインとの関係性としては、第一にまちづくりの基本理念・方

針があり、その基本理念・方針を導く施策の柱の一つに良好な景観形成があり、それを具体化した

ものが、景観ガイドラインという位置付けになります。 

 また、「宮島口地区における３つの景観形成整備方針（P2）」と「建築物の形態・意匠・色彩(P5)」

については、表現方法を修正いたします。 

 

（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ委員）委員）委員）委員）    

景観ガイドライン（P2）に表現されている「世界遺産宮島の玄関口にふさわしい、宮島とのつながり

を意識した景観」と「宮島観光に対する高揚感を醸成できる景観」を醸成するために、「宮島とのつ

ながりを意識した、うるおいと落ち着きのある、「和」をイメージしたデザイン」を宮島口の景観に採用す

るという点について、「和」というくくりがあまりにも幅が広いため、一般の人が「和」を具体的にイメー

ジできないのではないでしょうか。専門家だけでなく、一般の人が見るときに、宮島口の景観を守るために、

何を大事にしなくてはならないか、景観ガイドラインで説明しなくてはならないのではないでしょうか。そ

のとき、「和」という表現はあまりにも幅が広く、一般の人には伝わらないと感じます。 

（（（（事務局事務局事務局事務局）））） 

 「和」のイメージは、上位計画である宮島口地区まちづくりグランドデザインで説明されており、



 

景観ガイドラインの中では「和」の詳細な説明を記載していない状況です。 

（Ｂ委員）（Ｂ委員）（Ｂ委員）（Ｂ委員）    

 景観ガイドライン（P2）に表現されている「世界遺産宮島の玄関口にふさわしい、宮島とのつながり

を意識した景観」と「宮島観光に対する高揚感を醸成できる景観」は、比較的分かり易い表現だと

思います。ただ、そこから進んで「宮島とのつながりを意識した、うるおいと落ち着きのある、「和」を

イメージしたデザイン」という箇所がファジーな表現になっているんです。より具体的な表現にしていかな

くては、ガイドラインが成立しないのではないでしょうか。 

（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ委員）委員）委員）委員） 

 私は、国際コンペ等の発表機会の全てに参加しており、状況が把握できているので、宮島口地区

まちづくりグランドデザインについて、補足説明させてもらいます。宮島口地区まちづくりグラン

ドデザインでは、「まちづくりの基本理念」と「宮島口まちづくり国際コンペ」が双方向に影響を

及ぼした関係になります。まず、まちづくりの「基本理念」を掲げて、「国際コンペ」が開催され、

「国際コンペ」で提案された内容を再度「基本理念」が吸い取ったということだろうと理解してい

ます。このような経緯から、「国際コンペ」は宮島口地区まちづくりグランドデザインの「基本理

念」を確定する上で、非常に役に立ったと感じています。 

 また、ご指摘があった「和」のイメージについては、少し整理が必要であろうと思いますので、

大枠は問題ないが、整理したほうが良いというご意見という形でまとめてはいかがでしょうか。 

 

（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ委員）委員）委員）委員） 

 景観ガイドライン（P2）に示されている「うるおい」とか「落ち着き」は何ですかと一般の人か

ら聞かれたときに、わかりにくい表現だと思います。先ほど「和」という表現が、すごく広いとい

う話がありましたが、宮島とのつながりだとか、時代性というのを考える上で、どの時代を再現す

るかということを明確に打ち出さないといけない。宮島につながる部分を具体的にどう作り上げて

いくか、景観ガイドラインの方針として出す必要があると感じます。恐らく国際コンペのあたりで、

それにつながるようなキーワードが出ていたと思います。そこから言葉を整理すると、整理できる

のではないでしょうか。 

（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ委員）委員）委員）委員） 

 その点を含めて、「うるおい」とか、「和」とか、「つながり」とか、何が主語で、主語でない

従属するものは何かと、こういうことの整理をお願いできれば良いと思います。 

（事務局（事務局（事務局（事務局））））    

 分かりました。 

 

（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ委員）委員）委員）委員） 

 景観ガイドライン（P12）、国道２号沿道と臨海部地区について、海岸線沿いについては、宮島へ

の視点場を確保のため、１階部分のピロティ化等と記載されていますが、ピロティ化を進めること

が本当に良いのでしょうか。一方では、建物の屋根勾配の基準が記載されており、屋根の勾配を和

風に工夫をしつつ、ピロティのような洋風を推奨したりなど、考え方が理解しにくいと思います。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局） 

 宮島口地区の臨海部は、護岸の管理道と、陸側に市営駐車場と、民営駐車場があります。視点場

としては、地蔵ヶ鼻の箇所を想定しております。地蔵ヶ鼻付近の護岸改修を県事業で施工してもら

うように考えており、地蔵ヶ鼻の箇所に視点場を設けて欲しいと県に要望をしております。 

 ピロティ化につきましては、陸側の道を通るときに少しでも宮島が見えるようにという配慮をし

ていただく一つの手法として表現しており、例えば市営駐車場の部分に建物を設けるときには、１

階は柱構造にして、こちらから見えやすいようにするなどを想定しております。 

（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ委員）委員）委員）委員） 

 実際、建物の厚みがあったりすると、結局、道路からほとんど見えないのではないですか。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局） 

 本日、お配りしたグランドデザインの中で、視点場として海岸沿いを宮島への眺望ゾーンに位置

付けております。 

 また、ピロティ化といいますのは、壁で遮断されないように、できるだけ市道赤崎３号線からも



 

宮島を視認できるようなことを考えています。 

眺望ゾーンの範囲について、景観ガイドラインへの記載を加えたいと思います。 

 

（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ委員）委員）委員）委員） 

 今後の新築や建てかえに伴って街並みを形成していくために、１階、２階の屋根は勾配屋根をつ

けつつ、１階をピロティにするということが、「和」のイメージに繋がるでしょうか。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局） 

ピロティ化を推奨するエリアは限定的でございますが、全てのエリアに対して、適用を推奨する

ように受け取られ易い表現になっておりますので、景観ガイドラインの表現を修正させていただき

ます。 

 

（Ｅ（Ｅ（Ｅ（Ｅ委員）委員）委員）委員） 

景観形成に向けた支援制度（P38）について、自営業やサラリーマンでは、一律２分の１の補助で

は、修景に踏み出せないことにならないかというのが１点、あと、国際コンペを経て、今後、様々

なデザイン、特に「和」をイメージした現代アートの作品の建築物がこれから宮島口にたつイメー

ジを一般の人に示せると良いと思います。あなたの家をこのように修景すると「和」になって、も

っと家の雰囲気が生かされますということが、町全体としての空間でイメージでき、誘導できれば、

宮島口地区に現代アートの「和」を生かした空間ができるのではないかと、話を聞いていて思いま

した。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局） 

まず、補助でございますが、国の補助金を活用する予定です。建物は大小など差があると思いま

すが、今ある制度の中で始めていきます。これを始めた結果、例えば補助金を出して欲しいなどの

ご要望があれば、市として別枠で支援するなど検討することになると思いますが、まずは、今ある

制度の中でスタートしたいと思っております。 

 もう一点は、「和」の考え方について、昔ながらの伝統的な「和」、現代アート的な「和」など

様々な「和」が考えられるということもあり、その点をアドバイスできるような専門家の方に相談

できる体制を確保していくことを考えています。 

 

（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ委員）委員）委員）委員） 

 先ほどから「和」と言われていますが、マンセル値の基準範囲のみで、「和」を捕らえることが

できるのでしょうか。マンセル値の基準範囲では、今までと町並みがそう変わらないと感じます。

先ほどからの議論の中に出ている調和するという考えであれば、マンセル値の基準範囲で設定する

ことは構わないと思うのですが、少し個性的なものを求めるのであれば、ある程度、基準範囲を緩

和する必要があるのではないでしょうか。 

（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ委員）委員）委員）委員） 

今後、景観ガイドラインを運用していくには具体的に整理が必要だろうと思います。 

 それから、調和については、様々な状況によって、高いレベルで判断をしなくてはいけないとい

うことになり、単に色とか、素材とか、それ以外に地区のコンセプトに関わる場合もあります。市

にとっては、景観ガイドラインの運用は初めてで、宮島口地区が基本となって、他の地区にも広が

っていくように感じており、その意味で、調和については、それぞれの地区で共有していくべき内

容と思っています。 

 

（Ｇ（Ｇ（Ｇ（Ｇ委員）委員）委員）委員） 

景観ガイドラインをチェックする機能というのは、どうなるのでしょうか。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局） 

 今後、景観ガイドラインを基に景観地区の指定を予定しています。景観地区に指定されると、高

さと壁面の位置については、建築確認で審査します。形態と色彩については、景観地区の届出で審

査します。基本的な事項は、職員でチェックをすることになりますが、専門的な知識が必要になる

全体的な調和などの判断には、審査過程において、専門家のアドバイスやサポートを経て、判断を

していくということを考えております。 



 

 

（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ委員）委員）委員）委員） 

 それでは、この第２号議案をまとめます。たくさんの議論をいただきましたが、大筋は了承とい

うことになろうかと思います。本日、出たご意見については、事務局でご検討いただくということ

でよろしいでしょうか。 

（全（全（全（全委員）委員）委員）委員）    

 はい。 


